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アブストラクト 本稿では，人工知能の倫理に関して国内外のガイドライン検討状況をまとめた上で，背景となる倫理学の論点

を概説する．
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Abstract In this survey, the guidelines and ethical issues of research communities of artificial intelligence are summarized.

A short list of background theories of ethics and philosophy follows.

Key words ethics of artificial intelligence, professional ethics, ethical guidelines, algorithmic bias

1. 二つの人工知能の倫理

人工知能の倫理は科学技術の倫理のサブカテゴリーであるが，

萌芽的であるがゆえに捉えどころがない．しかも，技術開発に

伴い，これまで暗黙の前提とされてきた人間性をめぐる諸概念

の境界を揺らがせる事例が多く指摘されており，事態は流動的

である．

一般に呼ばれる「科学技術の倫理，研究倫理」は，二つに大別

される．第 1には通常の研修で言われるような技術者倫理・科学

研究者の倫理であって，専門家としての社会的責任を負うことが

できる科学技術者が倫理的に行動する原則はどういったものか，

といったものである．しばしばこれはコンプライアンスと重な

り合い，研究者として必ず心得ておかなければならないと言わ

れるがゆえに，過剰に圧縮されたカリキュラム内で，また実務

的にわい小化され，わい曲されている．2017年には Google社

で女性技術者に対する差別的文書を作成した社員が懲戒免職と

なった（1）ケースが最近議論を呼んだが，これは社内行動規範に

抵触するとされたものであって，技術者倫理というよりは職場

環境の維持による生産性最大化といったビジネス倫理の範ちゅ

うに入るものである．しかし，あれをやってはいけない，これを

やってはいけない，というネガティブリストばかりが並ぶ研修

教材を前に，これをやっている時間があればもっと生産的な活

動ができるのに，こんな面倒くさいことをクリアしなければ研

究開発できないくらいなら，何かのバイパスはないものか，と

途方に暮れているのが身も蓋もない現実だ．日本に限ったこと
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ではない．分子生物学者 Pinker（2）は倫理学者は研究の障害であ

ると断罪し,生命倫理学者は出て行けと述べている．同様のこと

はあらゆる分野の研究開発で生じており，戸田山（3）は「コスト

としての哲学者」と自嘲する有様である．

一方で，もう一つの科学の倫理がある．それは科学技術の成

果そのものの倫理性である．人工知能については，「知能を持つ

存在は倫理的であるべきだ」といった考え方の下に，人工知能

も知能であるのだから倫理的であるように作られるべきである

という主張が行われる．しかし，そもそも科学技術そのものに

倫理性を問えるのだろうか？　科学技術が倫理的な意味を持つ

のはあくまでそれを使う人の意図によるのであって，そこにあ

るだけでは価値判断に中立的なものと主張する人々は，科学技

術そのものの倫理性を問うことには意味がないと判断するだろ

う．だがしかし，この科学技術の価値中立性は現在否定されて

いる．ICT技術を使用しないものであっても，人工物自体が社

会的・倫理的インパクトを与えることが指摘されるようになっ

たのだ．例えばアメリカの例（4）では，リゾート地に向かうトン

ネルの高さを低く設定したために，バスが通れず，結果的に自

家用車を持てない低所得層を締め出すことになった．日本国内

の例でも，ベイブリッジやレインボーブリッジは豪華客船の大

形化を予測できず，横浜港ではぎりぎり干潮時には可能とはい

え，東京港には大形客船は現在入港できない．その結果，イン

バウンド消費に大きく影響する富裕層を多く含むクルーズ訪日

客は東京に直接来ることができず，経済活動に制約を与えてい

る．このようなそれ自体で知能を持つとは考えられないタイプ

の人工物であっても社会的に影響を及ぼすのだから，人間の意

思決定やライフスタイルに更に大きな影響をはらむ ICT技術を

踏まえた人工物に関してはもはや価値中立的とは主張できない．

社会基盤に組み込まれた技術の場合には一たび障害が発生した

ら局所的にとどまらない可能性もある．更に人工知能の場合に

は，既に使用者も製造者も制御できない現象が指摘されている．
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その意味で，ICT技術の粋である人工知能研究者・技術開発者

については，単に専門家としての行動規範を遵守するだけでは

なく，研究開発のステージでその方向性や設計に倫理的問題が

ないように配慮する責任が問われることになってきた．

このような状況下で，人工知能研究開発にかかる各団体では

倫理綱領策定を迫られている．

人工知能学会の倫理綱領（5）では，IEEE倫理綱領（6）と類似し

た研究者の倫理についての規定が述べられているが，それにと

どまらず，人工知能そのものにもそれに準じた倫理性がポイン

トになっている．現時点では倫理性とは何か具体的には明記し

ておらず，また人工知能研究者による研究活動が倫理的である

とは必ずしも限らない実態に対して罰則が定められていないが，

これを補うのが個別領域ごとの詳細な検討ということになるだ

ろう．例えば，人工知能の実装に欠かせないとされている脳機

械インタフェース・神経科学についても，倫理的課題が多数存

在する．研究開発者コミュニティはオーバラップしているにし

ても，関連学会で足並みをそろえる必要がある（注1）

国としても総務省 AI ネットワーク会議（8），（9）で理念として

以下 5点をうたう．

（ 1） 人間が AI ネットワークと共生することによ

り，その恵沢がすべての人によってあまねく享

受され，人間の尊厳と個人の自律が尊重される

人間中心の社会を実現すること．

（ 2） AI の研究開発と利活用が今後急速に発展し，

ネットワーク化されたAI システムが国境を越え

て人間及び社会に広範かつ多大な影響を及ぼすも

のと見込まれることから，AIシステムの研究開発

の在り方について，非拘束的なソフトロー（注2）た

る指針やそのベストプラクティス（注3）をステーク

ホルダ間で国際的に共有すること．

（ 3） イノベーティブでオープンな研究開発と公正

な競争を通じ，AIネットワークの便益を増進す

るとともに，学問の自由や表現の自由といった民

主主義社会の価値を最大限尊重しつつ，AIネッ

トワークにより権利利益が侵害されるリスクを

抑制するため，便益とリスクの適正なバランス

を確保すること．

（ 4） AI関連の技術が引き続き急速に進展していく

ことが見込まれる中，技術的中立性を確保する

観点から特定の技術や手法に基づく AI の研究

開発を阻害しないよう配慮するとともに，開発

者にとって過度の負担とならないものとするよ

う留意すること．

（ 5） AI関連技術や AIの利活用が今後とも飛躍的

（注1）：とりわけ軍事転用可能技術問題（デュアルユース問題）はほかの先端技術同

様に人工知能一般の課題である．これは日本神経科学会の倫理規定では扱われていな

い一方で 2010 年提案 4 原則は関係者での継続議論の形跡がない（7）．

（注2）：法的根拠や強制力はないが，違反すると経済的・道義的に不利を被ることに

なる事実上の規範．JIS などの規格や技術標準もソフトローの一部とみなされること

がある．

（注3）：最善慣行.

に発展することが期待されることから，AIネッ

トワーク化の進展等を踏まえ，国際的な議論を

通じて，本ガイドラインを不断に見直し，必要

に応じて柔軟に改定すること．また，本ガイド

ラインの見直しに際しては関係するステークホ

ルダの参画を得るなど，広範で柔軟な議論に努

めること．

この理念を実現する開発原則として，以下のような開発者を主

語とした 9原則が挙げられる．

（ 1） 連携の原則—–開発者は，AI システムの相互

接続性と相互運用性に留意する．（主に AI シス

テムのリスクの抑制に関する原則）

（ 2） 透明性の原則—–開発者は，AI システムの入

出力の検証可能性及び判断結果の説明可能性に

留意する．

（ 3） 制御可能性の原則—–開発者は，AI システム

の制御可能性に留意する．

（ 4） 安全の原則—–開発者は，AI システムがアク

チュエータ等を通じて利用者及び第三者の生命・

身体・財産に危害を及ぼすことがないよう配慮

する．

（ 5） セキュリティの原則—–開発者は，AI システ

ムのセキュリティに留意する．

（ 6） プライバシーの原則—–開発者は，AI システ

ムにより利用者及び第三者のプライバシーが侵

害されないよう配慮する．

（ 7） 倫理の原則—–開発者は，AI システムの開発

において，人間の尊厳と個人の自律を尊重する．

（主に利用者等の受容性の向上に関する原則）

（ 8） 利用者支援の原則—–開発者は，AI システム

が利用者を支援し，利用者に選択の機会を適切

に提供することが可能となるよう配慮する．

（ 9） アカウンタビリティ（注4）の原則——開発者は，

利用者を含むステークホルダに対しアカウンタ

ビリティを果たすよう努める．

このような倫理ガイドラインや法整備は開発を阻害するもの

ではなく，長期的に見れば社会に技術を普及するために不可欠で

ある．類似の例として，自動車と道路交通法の関係を考えてみ

よう．今から 40年ほど前の日本では子供は助手席にシートベル

トなしで乗っていて急ブレーキのときに椅子の下に転げ落ちた

り，バイクの後ろにくくりつけられた段ボールに入れられて荷

物のように運ばれていたりした．日本などの先進国ではシート

ベルトやエアバッグのような安全装置が標準装備され，事故の

際の安全性を高めるべくシートベルトやベビーシートの装着が

法的に要請されている．未整備の状況から現在に至るまでには

多くの死傷者が存在してきたけれども，そのような被害を繰り

返さないための工夫として法整備が進んできたのだ．また，国

（注4）：説明責任.
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境を越えるごとに右側通行になったり左側通行になったりした

ら大変不便であるから，国際協調の下に一貫したルールが設定

されるが，今でも国によっては道路交通法そのものが未整備だっ

たり運用が不適切な国もある．

人工知能をめぐる技術に関しても一部は同様の進行が予想さ

れる．法整備には相当の時間が掛かるだろうし，その過程にお

いては恐らく各種の被害も発生していく．だが人工知能の場合

には不具合が生じたら局所的な被害にとどまらない可能性があ

るため，重大な帰結につながる可能性がある場合を慎重に検討・

予測するとともに予防的対策を共有しておく必要がある．

更に道路交通法と異なるのは，車の場合には海を越えて走っ

てきたりしないが ICTは国境をたやすく越える点である．道路

交通法と同様に国によってガイドラインや法整備の速度が異な

ることになれば，ICT技術の場合には無法地帯がたやすく浸食

することになる．欧米間での個人情報保護に関する考え方の違

いから，法制度やガイドラインで擬似国境を策定する議論が進

んでいるが，上記開発原則の（1）との整合性を取る必要が出て

くるため，国際協調が求められる．国・地域ごとの思想の差異

が技術的に影響してくるという事態はこれに限らず今後も発生

するだろう．

また，人工知能に関わる人に人工知能研究者はアドバイスを

しなければならないと定めているが，そのアドバイスを受け取

る人間がうまく受け止められないケースについて，制御する実

効的方法が求められる．というのも，AI技術を使用したサービ

スの提供者の倫理性については，提供者が人工知能学会員では

ないことが多いだろう．例えば，2017 年夏に放送された NHK

の「AI番組」では，人工知能研究者への取材がなされたにもか

かわらず，人工知能の名の下に社会的事象についてオラクル（神

託）のような扱いがなされた．これは人工知能研究開発者によ

る誇大広告には相当しないが，視聴者が人工知能に過度な期待

をかけることとなれば，結果として中長期的にはこの分野の研

究開発に支障が生じることが予期される．

いずれにしろ，ここまでの重い責任を人工知能研究者・開発

者にだけ求めるのは余りにも過酷であろう．その意味で，国レ

ベルのガイドラインが策定されつつあるのは現実的である．

2. 国際的取組み

先に述べたように ICT技術にかかるガイドラインは国際協調

が望ましい．

2. 1 2017年アシロマ会議

アメリカ・カリフォルニア州中部，モントレー水族館やぺブ

ルビーチゴルフクラブからほど近いアシロマは研究者の自治の

いわば聖地の一つである．1975年に遺伝子組換え技術の将来に

関して 28か国から生命科学者が集まり，先端技術が実際に応用

される以前に自主的に規制を作る方向で議論が行われたのが通

称アシロマ会議 (Asilomar conference) と呼ばれる．このアシ

ロマ会議の成果は，その後の遺伝子組換え技術の研究指針とし

て各国の政策に反映され，現在でも先端科学技術の社会的イン

パクトにまつわる研究者の自治の成功例とみなされている．

人工知能の社会応用，とりわけ軍事応用についても研究者の

自治が発揮されるべきであるという方向性の下，2017年 1月の

アシロマ会議 (アシロマ AI会議)で以下の 23原則（10）が提案さ

れ，9月初頭までには 1,200人の人工知能・ロボット研究者及び

2,300人以上のその他の人々が既に署名している．

研究課題

（ 1） 研究目標：研究の目標となる人工知能は，無秩序な知

能ではなく，有益な知能とすべきである．

（ 2） 研究資金：コンピュータサイエンスだけでなく，経済，

法律，倫理，および社会学における困難な問題を孕む有

益な人工知能研究にも投資すべきである．そこにおける

課題として，以下のようなものがある．

• 将来の人工知能システムに高度なロバスト性をも

たせることで，不具合を起こしたりハッキングされたり

せずに，私たちの望むことを行えるようにする方法．

• 人的資源および人々の目的を維持しながら，様々

な自動化によって私たちをより繁栄させるための方法．

• 人工知能に関わるリスクを公平に管理する法制度

を，その技術進展に遅れることなく効果的に更新する方法．

• 人工知能自身が持つべき価値観や，人工知能が占

めるべき法的および倫理的な地位についての研究．

（ 3） 科学と政策の連携：人工知能研究者と政策立案者の間

では，建設的かつ健全な交流がなされるべきである．

（ 4） 研究文化：人工知能の研究者と開発者の間では，協力，

信頼，透明性の文化を育むべきである．

（ 5） 競争の回避：安全基準が軽視されないように，人工知

能システムを開発するチーム同士は積極的に協力するべ

きである．

倫理と価値

（ 6） 安全性：人工知能システムは，運用寿命を通じて安全

かつロバストであるべきで，適用可能かつ現実的な範囲

で検証されるべきである．

（ 7） 障害の透明性：人工知能システムが何らかの被害を生

じさせた場合に，その理由を確認できるべきである．

（ 8） 司法の透明性：司法の場においては，意思決定におけ

る自律システムのいかなる関与についても，権限を持つ

人間によって監査を可能としうる十分な説明を提供すべ

きである．

（ 9） 責任：高度な人工知能システムの設計者および構築者

は，その利用，悪用，結果がもたらす道徳的影響に責任

を負いかつ，そうした影響の形成に関わるステークホル

ダーである．

（ 10） 価値観の調和：高度な自律的人工知能システムは，そ

の目的と振る舞いが確実に人間の価値観と調和するよう

設計されるべきである．

（ 11） 人間の価値観：人工知能システムは，人間の尊厳，権

利，自由，そして文化的多様性に適合するように設計さ
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れ，運用されるべきである．

（ 12） 個人のプライバシー： 人々は，人工知能システムが個

人のデータ分析し利用して生み出したデータに対し，自

らアクセスし，管理し，制御する権利を持つべきである．

（ 13） 自由とプライバシー：個人のデータに対する人工知能

の適用を通じて，個人が本来持つまたは持つはずの自由

を不合理に侵害してはならない．

（ 14） 利益の共有：人工知能技術は，できる限り多くの人々に

利益をもたらし，また力を与えるべきである．

（ 15） 繁栄の共有：人工知能によって作り出される経済的繁栄

は，広く共有され，人類すべての利益となるべきである．

（ 16） 人間による制御：人間が実現しようとする目的の達成

を人工知能システムに任せようとする場合，その方法と，

それ以前に判断を委ねるか否かについての判断を人間が

行うべきである．

（ 17） 非破壊：高度な人工知能システムがもたらす制御の力

は，既存の健全な社会の基盤となっている社会的および

市民的プロセスを尊重した形での改善に資するべきであ

り，既存のプロセスを覆すものであってはならない．

（ 18） 人工知能軍拡競争：自律型致死兵器の軍拡競争は避け

るべきである．

長期的な課題

（ 19） 能力に対する警戒： コンセンサスが存在しない以上，

将来の人工知能が持ちうる能力の上限について強い仮定

をおくことは避けるべきである．

（ 20） 重要性：高度な人工知能は，地球上の生命の歴史に重

大な変化をもたらす可能性があるため，相応の配慮や資

源によって計画され，管理されるべきである．

（ 21） リスク： 人工知能システムによって人類を壊滅もしく

は絶滅させうるリスクに対しては，夫々の影響の程度に

応じたリスク緩和の努力を計画的に行う必要がある．

（ 22） 再帰的に自己改善する人工知能：再帰的に自己改善も

しくは自己複製を行える人工知能システムは，進歩や増

殖が急進しうるため，安全管理を厳格化すべきである．

（ 23） 公益：広く共有される倫理的理想のため，および，特

定の組織ではなく全人類の利益のために超知能は開発さ

れるべきである．

2. 2 IEEEの取組み

IEEE道徳的配慮設計イニシアティブガイドライン (Ethically

Aligned Design 第 1 版（11）, 第 2 版（12）) では，実際どのように

道徳的人工知能を設計するのか実務家および研究者の意見を取

りまとめる試みを行っている．人工知能・自律システムを含む

先端技術については実際にどのような社会的インパクトをもた

らすか全体像が不明なまま議論を進めなければならない．この

点は研究課題としてホットであり，この進展は極めて興味深い．

2. 2. 1 第 1 版

IEEEの標準化イニシアティブの一つ Ethically Aligned De-

signの 2016年 12月の第 1版（11）では，トピックごとの作業部

会が多様な利害関係者の意見をまとめている．まず大原則とし

て AIと自律システム (AS：Automous System, 総称して AIS)

に関する以下 3点が挙げられる．

（ 1） 内在的尊厳と価値を尊重する人権の最高の理想を体現

する．

（ 2） 人間と自然環境にとっての最大の利益を優先する．

（ 3） AI/ASが社会技術システムとして進化する際のリスク

と負のインパクトを軽減する．

この原則で検討すべき 4課題が設定される．

（ 1） AI/ASが人権を侵害しないことをどのように確約でき

るか？（人権原則フレーミング）

（ 2） AI/ASが説明責任を負うことをどのように確実にでき

るか？（責任原則フレーミング）

（ 3） AI/AS の透明性をどのように確約できるか？（透明性

原則）

（ 4） AI/AS技術の利益を最大化し，誤使用リスクを最小化

するにはどうしたらいいか？（教育啓発原則フレーミング）

各コミュニティの価値・規範が多様であり，競合する可能性があ

るという現実を踏まえた上で，開発者が優先すべき自律知能シ

ステムへの価値実装原則として以下 3点が挙げられる．

（ 1） AIが影響する各コミュニティの規範と価値を同定する．

（ 2） そのようなコミュニティの規範と価値をAIに実装する．

（ 3） コミュニティ内での人間と AIとの間の規範と価値の調

整と並立可能性を評価する．

第 1版で検討された個別トピックは以下のとおりであった．

（ 1） 倫理的研究・設計を導く方法論

（ 2） 人工汎用知能と人工超知能の安全性と社会的善行 (ben-

eficience)

（ 3） 個人情報と個別アクセスコントロール

（ 4） 自律兵器システムの再定置

（ 5） 経済・人文的課題

（ 6） 法

これらの検討はオープンな共同作業によるものであり，利害関

係者は自主的に参加可能である．この手法は次のバージョンに

も引き継がれている．各検討委員会の独立性は高く，ガイドライ

ン全体としての内在的整合性は必ずしも保証されていない．例

えば，最大の利害関係者グループ内で共有される価値観を優先

するように示唆されている一方で，アルゴリズム的偏見につい

ても指摘されているが，最大の利害関係者グループが偏見を持っ

た場合についての議論はない．
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2. 2. 2 第 2版：トピックごとの意見集約

第 2版（12）では第 1版の三大原則・価値実装原則を引き継いだ

上で，トピックを以下のように拡大・再編して問題の洗い出し

と意見集約する試みを継続し，2017年秋にリリースされた（13）．

（ 1） IEEE P7000（システム設計における倫理的問題に向

けたモデリングプロセス）

（ 2） IEEE P7001（透明性）

（ 3） IEEE P7002（データプライバシー処理）

（ 4） IEEE P7003（アルゴリズム的偏見）

（ 5） IEEE P7004（児童・学生データガバナンス）

（ 6） IEEE P7005（雇用者データガバナンスの透明性）

（ 7） IEEE P7006（パーソナライズドAIエージェント標準）

（ 8） IEEE P7007（倫理的動機を持つロボティクスと自律機

械のオントロジー標準）

（ 9） IEEE P7008（倫理的動機に基づくロボティクス・自律

人工知能システム標準）

（ 10） IEEE P7009（自律システム・半自律システムのフェイ

ルセイフ設計標準）

（ 11） IEEE P7010（AIと ASの幸福測定基準倫理標準）

2017 年 12 月現在，これらへのフィードバックはリリースサイ

トから可能となっている．

2. 3 アルゴリズム的偏見

アシロマ会議及び IEEE イニシアティブで扱われている課題

はどれも倫理的には有意義であるが，ここでは特に「アルゴリ

ズム的偏見（algorithmic bias）」と総称される，既存の偏見が

AIの利用により強化・固定化される現象に着目したい．人工知

能などのシステムが人間の意思決定プロセスを部分的にしろ全

面的にしろ代行する場合を考える．これは単なる計算結果に基

づくものと考えられがちであるが，プログラム時，あるいは周

辺環境からのデータを取り込んで学習するプロセスを経て，人

間が持っている偏見がシステムに反映されている．現状で特定

の集団への偏見を含む価値観が人間の社会で受け入れられてい

るとすれば，人間の行動のリアルデータを基に「最善」を目指

すシステムは偏見を保存することとなる．そしてもし偏見が公

益に反する社会であるとすれば，このようなシステムは公益の

優先に反することになる．

例えば犯罪予測システムで，ある特定の人が将来犯罪を犯す

可能性を計算するとすれば，これまでの犯罪者に関わる個人デー

タを基に計算を行うことになる．両親の少なくとも一人は刑務

所に入所していたことはあるか？　ドラッグを不法所持してい

たことがある知人がいるか？　といった判定基準が挙げられる

だろう．アメリカであれば，これら全ての判定基準がイエスと

なる比率は黒人が多い．したがって，黒人の方が将来犯罪を犯

す可能性が高いという計算結果となる．実際にアメリカではこ

のようなシステムは実用化されており，黒人が犯罪行為に及ぶ

可能性が高いとされて逮捕されるケースが発生している．

別の例だと，自動運転車がトロッコ問題のような状況で二つ

の人間集団のうちの一つに危害を及ぼさなければもう一つのグ

ループを助けることができないとしたら，信号を守っていない

人よりは信号を守っている人を助ける方がよいとか，損害賠償

総額が安い方を助ける方がよいなどの判定基準をとることにな

るだろう．特に後者の損害賠償総額に将来の見込み収入が大き

く反映されるとすれば，女性の方が現在平均収入が低いのだか

ら，損害賠償は低くなると計算される．もしこの判定基準に従

うシステムができれば，同じような年格好の男性と女性であれ

ば男性ばかりを助けることになる．早晩人工知能が応用される

と予想されている与信審査や保険料算定についても同じような

ことが起こる可能性がある．

比較すべき事例として，遺伝子検査をして将来何らかの症状

を示す可能性が高いと判明した場合に，検査をせず因子が判明

していない場合に比べて不利になることが指摘されている．こ

の場合には検査を受ける人に不利な条件なので，単に検査を受

けるインセンティブがなくなるということになる．一方，損害

賠償算定に基づく AIの決定の場合には，利用する本人には保険

料が低くなるなど有利な状況となるので，利用促進効果が見ら

れるだろうが，社会公正の観点からは望ましくない帰結が危惧

されるという点で，技術応用に関する社会的・倫理的問題とし

てより深刻である．

このような現在の社会的不平等を反映したシステムばかりが

実現するシナリオでは，極端な場合，女性が絶滅し男性だけが

生き残ることになるだろうが，そのような社会はもちろん破滅

する．つまり，特定の利用者にとっての最適解（損害賠償最小

化など）を出力したとしても，それが社会的に一様に広がった

場合には社会的な最適解とはならない．

こういった偏見を助長するシステムがガイドラインで禁止さ

れることが社会的には望ましいし，この問題を解決できると考

えている技術者が多いが，現時点では技術的に困難な課題であ

り，現時点でガイドラインが適用されればシステム開発そのも

のに影響しかねない．だが差別的言動禁止が法制化された国へ

の提供に関しては，このような出力を伴うシステムは犯罪にコ

ミットするシステムとして訴訟の可能性がある．したがって，差

別的扱いととられる挙動というリスクを回避するシステムが倫

理的というだけではなく，商業的にも求められることになる．商

業化までの死の谷を越えるためにそれをあらかじめ超えられる

ように開発の道筋を設計しなければならないとすれば，現状の

偏見をデータレベルから洗い出しておかなければ将来の製品と

しても問題が発生することになるだろう．

一足飛びにそんなシステムを作ることはできない，我々が開

発しているのはあくまでもそのパーツにすぎない，という反論

があり得るだろう．だが，開発の過程でそのようなデータを取

り込むこと自体が，将来にわたって製品の品質に影響する．実

際に，ドイツ運輸・デジタル基盤省倫理委員会は 2017年 6月に

自動運転車報告書（14）で，倫理ルール 20項目を提案し，自動化

システムは人間の保護を最優先した上で損害軽減を保証するべ

きである，また緊急事態であっても人間に急に制御を移行する
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ような負荷を掛けてはいけないといった項目のほかに，自動運

転車が回避できない事故の場合に被害者となり得る人間の年齢・

性別・心身の状態を判定基準に入れてはいけないと定めた．

その意味で，倫理的問題がない人工知能の開発には，学際的

な意見聴取，現実の状況描写だけではなく，道徳的理想世界と

はどういったものか，特に公益とは何か，これまでの人文社会

科学で蓄積されてきた知見を取り込む必要がある．

3. 人工知能の倫理性を問うための
基盤としての倫理学

以下ではもう一つの人工知能の倫理とも言うべき，人工知能

そのものの倫理を解説する．これは人工知能分野ならでは問わ

れる意義があると共通認識に現れた問題である．だからこそ人

工知能学会倫理綱領では人工知能に倫理性を求めることになっ

たのだが，一方でその根拠となる哲学・倫理学理論については

オープンとなっている．もちろんこれを定めないのは熟慮に基

づく一つの見識であって高く評価すべき点ではある．それでも，

議論をどこから始めたらいいのか手掛かりがほしいところだ．

以下では，道徳的人工知能の設計に向けた思想や問題意識の

根底になり得る哲学・倫理学のアプローチのごく小規模なカタ

ログを提示する．科学同様に哲学や倫理学も一枚岩ではない．

その中には異なるアプローチがある．更に始末が悪いことには，

アプローチごとに同じ語でも異なる定義がなされており，その

理論内部では整合的であっても，ほかの理論との接合時には一

手間（どころではなかったりするが）掛けなければならなかっ

たりする．そして科学理論同様に，哲学・倫理学でもアプロー

チごとに長所と短所があり，更に検討する意味がある問題の範

囲が異なってくる．

特に人工知能の倫理の文脈で重要な問題が，二つある．まず，

「人工知能が道徳的であるべきだ」といった種の規定が有意味に

なる条件はどういったものなのか，もし有意味であるとすれば

それぞれの理論ではどのように根拠や条件を表現することにな

るのか．そして，もう一つの「道徳的信念の可否は真偽判定可

能なのか」という問題は，道徳的人工知能の設計に方向性を与

える根源的枠組みであるけれども，倫理学における伝統的問題

である．以下の説明はいかにもう遠であるが，アプローチごと

の強みと弱み，特に立場ごとに有意義になり得る問題の範囲を

俯瞰することで，今後のシステム設計に向けた議論で発生しか

ねない無用な対立や陥穽を可能な限り回避できれば当論の目的

は達成されることになる．

これからの人工知能の倫理は，もちろん技術的進歩を反映し

なければならないけれども，これまでの倫理学の知見を無視す

るわけにはいかない．倫理学の議論は抽象的過ぎて全く役に立

たないように見えるかもしれない．だがしかし，数学や物理学

の理論における精緻な議論が技術開発を支える基盤になってい

るのと同様に，抽象的な哲学・倫理学の議論は実際に道徳判断

に関する理論化を進めている．直観に基づく道徳のモデル化は，

人間の能力の範囲での行為やその良し悪しに関しては抽象的理

論と大差ないかもしれない．それは生身の人間の知覚できるサ

イズの物体に関して量子力学を持ち出しても大してニュートン

力学と違わないのと同じである．だが，人工知能の場合には，セ

ンサの機能する範囲，また推論速度，通信速度など様々な部分

で，人間の能力を既に超えており，今後更に拡張していくこと

を前提にすると，直観に基づくモデルでは対応できないことが

予測される．つまり，様々な数学や物理学の理論なしには今我々

の周りにあるいろいろな技術製品，例えば GPS はできなかっ

た．それと同じように，ユーザが倫理学の議論にアクセスする

必要こそないけれども，研究者・開発者の場合にはそのような

基盤の存在を軽視できない．もちろん技術開発の場面では特定

の理論を前提として作業を進めることになり，途中でいちいち

振り返る必要はない．だが今後，既存技術を統合して新たな開

発を続行する際には，各要素がどういう思想的背景を前提にし

たものなのか，確かめながら進めなければ統合がうまくいかな

い可能性がある．どういった思想であれ，開発を経ていったん

‘もの’になってしまえば価値中立的になるという信念でこれま

での開発は進められてきたが，特にグレーゾーンを扱うことに

なる人工知能の場合にはそれでは済まないことになるだろう．

その更に背後にある一群の理論の総体が倫理学である．善悪

とはどういうものか，どういう条件を満たせば道徳的に良いこ

とを行ったことになるのか，といった善悪をめぐる概念の理論

化を行うのが（狭義の）倫理学であり，様々なアプローチがあ

る．またその理論を特定の領域に適用しようとするのが応用倫

理学であるが，その際に問題になるのが道徳理論がそもそも適

用可能なのかという点である．このような適用可能な対象の範

囲を確定させようとしたり，理論そのものの妥当性を検証しよ

うとするのがメタ倫理学である．

（狭義の）倫理学は大きく分けて，徳倫理学と規範倫理学の

分野がある．徳倫理学は，道徳的行為の主体についての善悪の

判断を考える．行為主体は徳を積むことによって善い主体とな

る．徳がどういったものであるのか，というのは理論によって異

なる．一方で，規範倫理学は更に大きく帰結主義と義務論の二

つの立場に分けられる．帰結主義，特にその主流が功利主義で

ある．ある行為についての道徳的判断はその結果の善さで決ま

ると考える．義務論では，ある行為をしなければならない，あ

るいは，してはならない，という観点からある行為の道徳的判

断を行う．

人工知能の倫理に関してはこの応用倫理学の一分野に位置付

けられることになる．特に問題になるのが人工知能の道徳的ス

テータスである．理論的基盤と実務的応用のインターフェース

となるのが，応用倫理学と言われる一群の研究分野であり，と

りわけ情報倫理，生命倫理，動物倫理の知見は融合しながら人

工知能の倫理を構成していくことになる．この際，ほかの応用

倫理学の適用分野と同様に，人工知能の倫理ではメタ倫理学と

いう倫理学理論そのものについての理論の検討も行わなければ

ならないことになる．情報倫理は当然のようにプライバシー（15），

情報アクセス，公正な情報提供といった情報系の人工知能研究

者から直接見える問題を提示する．

生命倫理は生命，とりわけ生死にかかる倫理的問題を定位し

検討する．更に，生命技術・生体操作技術に係るこれまでの検

討は，サイボーグの問題に不可欠の考察である．ジェンダーに
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ついてもこの領域に重なってくる（16）．

動物倫理は倫理的考察の対象の範囲を定めようとする試みと

みなせる．これまで我々は奴隷や一定以下の収入の成人男性，ま

た女性，障害者，特定の人種グループなど，過去の社会で政治

的意思決定や社会的活動に参加できなかったグループを次第に

包摂する方向で社会を発展させてきた．

また，倫理学のコアとなる公正性に関する議論についても，人

工知能の倫理では議論しなければならないことになるだろう．

特に人工知能の場合には，以下のようなメタ倫理学的な問題

設定に対する回答としての態度・立場の決定が基本的な設計思

想に直結する．

3. 1 道徳判断の本性

「道徳判断とはそもそも何か？」これに関しては大きく分けて

認知主義と呼ばれる道徳判断は事実に関する判断の一種とみな

す考え方と，命令や感情の表現同様に特定のタイプの言語行為

として道徳判断をみなす非認知主義がある．非認知主義に加え

て，言語行為を表現する文を（拡大された形式言語の）論理式

で表現可能であり，真理値が付与でき，しかも計算可能であると

いう考え方が，義務論理や行為論理の暗黙の前提となっている．

3. 2 道徳行為主体問題

「道徳判断を行うことができる条件は何か？それ以前に行為

主体になり得る条件は何か？」

西欧の伝統的な倫理思想，特にカント倫理学では，行為主体

となり得るのは人間であり，道徳的判断が可能なのも人間であ

ると考えてきた．更に道徳的に配慮しなければならない対象も

人間だけであった（注5）．動物やものに対して倫理性を問うことは

してこなかった．この考え方の下では，飼い犬が人をかんだと

しても，責任を取るのは犬ではなく，飼い主である．人間が健康

を維持することが社会的に望ましいのであれば，危険性が判明

していない化学物質を動物で実験して薬効の有無を確かめるこ

とは，倫理的に問題ない．そしてこの方向性に従って，車が人を

はねたとしても，責任を問われるのは運転ミスであれば運転者，

道路整備状況が問題になっていれば道路管理者，車そのものの

設計ミスであればメーカという人間あるいは法人が責任を問わ

れてきた．この従来の考え方どおり，ものは責任を負うことがで

きないと前提するとともに，人工知能が通常のものであるとす

れば，当然のように人工知能は責任を負うことができなくなる．

ただし人間=自然人だけが責任を問われてきたのではない．法

人という枠組みで，制度的に定められた人間以外の責任主体が

これまでも責任を問われることになるのは既になじみがあるだ

ろう．また，動物倫理での議論のように，道徳的配慮の対象の

範囲そのものの検討はすでに行われている（17）．

人工知能がものであるとすれば，人工知能，特に自律システ

（注5）：更に言えば，この時代の文脈では，白人成人男性市民と人間が同一視されて

いたとも考えられる．つまり，女性や非白人は行為主体とも道徳的配慮の対象ともな

らないという考え方があったことになる．

ムの倫理性を問うことはどのような枠組みで可能になるのだろ

うか？　以下のようなオプションが考えられる．

（ 1） しょせん人工知能や自律システムはものに過ぎないの

で，これまでの車と同じように，使用者や設計者・メー

カーが分担して責任を負う．だが自律システムの場合，設

計者にも使用者にも挙動が制御できない可能性があり，こ

のときに人間が責任を全て負うことで社会的に合意でき

るのか，という問題が発生する．

（ 2） 人工知能や自律システムはただのものではない．しか

しその実態は様々のレベルに分けられ，レベルごとに倫

理性の問い方，責任主体が異なる．

自動運転車のような自律システムは以下六つの自律性

レベルに分けられると考えられており，このレベルによ

り倫理性・責任の取り方が異なる．

レベル 0 人間が全てのタスク遂行を行う．

レベル 1 システムは人間のタスク遂行の支援を行う．

レベル 2 システムは人間のタスク遂行を部分的に代行

する．

レベル 3 システムが限定された領域で全てのタスクを遂

行するが，非常時には人間が対応する．

レベル 4 システムが限定された領域で全てのタスクを遂

行し，人間は非常時でも何もしなくてよい．

レベル 5 システムが全ての領域で全てのタスクを遂行し，

人間は非常時でも何もしなくてよい．

レベル 0～2では人間が，レベル 3～5ではシステムが対

応主体となる．このときのシステムの責任の取り方につ

いては，損害保険といった実務的なレベルと概念的なレ

ベルの双方で議論が進んでいる．

別のタイプの概念的レベルの分析（18, p.142）も提案され

ている．ここでは，相互作用性・自主性・適応性の三つの

要件の有無により 8カテゴリーにシステムを分ける．

（ a） 相互作用性なし，自主性なし，適応性なし：石

など単なるもの

（ b） 相互作用性なし，自主性なし，適応性あり：実

例不明

（ c） 相互作用性なし，自主性あり，適応性なし：振

り子

（ d） 相互作用性なし，自主性あり，適応性あり：太陽

系，閉鎖系

（ e） 相互作用性あり，自主性なし，適応性なし：郵便

箱，水車

（ f） 相互作用性あり，自主性なし，適応性あり：サー

モスタット

（ g） 相互作用性あり，自主性あり，適応性なし：ジャ

ガーノート（制御不可能な力）

（ h） 相互作用性あり，自主性あり，適応性あり：人間
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このレベル分けではシステムが責任を取らなければなら

ない場合は最後の人間同様のレベルだけになるだろうが，

限定された責任を人間と分与する可能性はサーモスタッ

トやジャガーノートのような相互作用を持つシステムに

ついても検討に値する．

これらの分類を踏まえた上で，以下のような選択肢を

とることになる可能性がある．

（ a） 機械は人間と同じように判断できるわけではない

と考え，法人のように限定された責任を人間と機械

とで分け合って負うように社会的に調整する．2016

年冬の EU議会の電子的法人格 (e-personality)検

討提案はこの方向性にある．

（ b） 人間と同じかそれ以上の機能を持つ人工知能・自

律システムを作ることが技術的にできるとともに，

更にその作成が（少なくとも一部の）社会で容認

されるのなら，このレベルにある人工知能は人間

と同じかそれ以上に社会的・倫理的責任を負うこ

とになる．この可能性を考慮しておくべきという

のがアシロマ会議の提言である．

更に，人工知能の場合には，人間と機械が融合したシステムに

ついて考える必要もある（16）．インテリジェント義肢の延長のよ

うなサイボーグ状況だけではなく，ICT 技術を用いてスマート

化した環境における人間の意思決定は物理空間的にも情報空間

的にも拡張された個人の概念を要求する（19）．このとき，スマー

ト化した環境単体での責任ということは考えにくくなる．また，

機械であってもそれに依拠する人間がいる場合には，道徳的配

慮を要請する可能性が出てくる（20）．すなわち，人間と機械の境

界が技術を通して揺らいでいる状況が発生している．このよう

な技術観はポスト現象学を受けた技術哲学の文脈で議論される．

実際に，EU 議会（21）では，人工知能への限定的電子人格

(e-person)附与を検討することを提言している．

3. 3 道徳命題のステータス問題

「道徳命題はそもそも真理値を付与できるものか」という問

題（22）も言語哲学とメタ倫理学の境界で議論されてきたが，道徳

判断を人工知能に実装しようとする際にはこの問題に対する立

場が設計思想を決める.

真理値の担い手がどのようなものであるのか，という問題は

20世紀初頭の形式論理学初期から存在していた．当初は直説法

現在時制文のみが真理値の担い手となり得る命題とみなされて

おり，しかもその文中に含まれる名辞の指示対象が現在存在し

ていない場合には自動的に偽であるというのがラッセルの考え

方であった．このような直説法現在時制文のみが論理学の対象

となるという考え方は 20 世紀中葉のクワインにも引き継がれ

たが，非古典論理の数学的モデルの理論的整備により 21世紀に

入ってからはほぼ消滅したと言える．

一方で道徳命題の推論体系の決定版は 21世紀に入ってもまだ

ない．人間が道徳判断を行う際には多様な道徳概念が実際には

混在しており，数理モデリングの際にうまく整理されていない

ことが一つの原因である．それでも認知主義を採用して，道徳

判断の推論は事実命題で済むと考えるのであれば，道徳判断命

題には真理値付与が可能であり，しかもせいぜい（とはいえ課題

は多いが）時制とマルチエージェントの処理で済むことになる．

道徳判断が事実命題であろうがそれ以外の命題であろうが，真

理値付与ができないという前提を置くと，論理体系による道徳

推論は単なる近似にすぎないものとみなされる（その上で高速

であるとか法体系の検索との整合性が良い等の理由であえて採

用する方向性はある）一方で，パターン認識と同様の判断が可

能であるという方向性をとる選択肢が現れる．

このとき，道徳規則に関しては真理値が付与できるという規

則功利主義的に近い立場をとるというオプションの可能性もあ

る．そのオプションを取らずに法律に関してパターン認識と同

じ推論をするのは触法リスクがあるシステムになるだろう．こ

のときにはどこで規則とその場での判断を切り分けるのかとい

う課題が発生することになる．

3. 4 設計における問題

3. 4. 1 異なる設計思想の統合

現時点でどの立場が正しいのかという点に関して専門家内の

合意はないにもかかわらず，メタ倫理学的な立場の違いが設計

思想に直結するのであれば，異なる設計思想に基づくシステム

の接合・相互運用性は困難になる．

ある特定の立場に基づく設計思想の製品がデファクトスタン

ダードになった場合，ほかの立場の設計思想の製品はうまく機

能しないことになるかもしれないし，ほかの立場から道徳的・社

会的非難を受ける可能性が高い．特に社会インフラとなる場合

には，詳細な配慮が必要になる．例えば，先に述べたリゾート

地に向かうトンネルのケースでは，自家用車を持てない階層の

人間へのアクセスを排除することで，利用可能性をはく奪する

効果があった．これはそのようなグループを行為主体としても

道徳的配慮の対象としても認めないという立場に立っていたこ

とになる．類似の立場決定が ICT技術で行われれば，社会的な

非難を受けるリスクは極めて高い．したがって，設計の場面で，

利用者の想定範囲を道徳的配慮が必要な対象として可能な限り

最大化しておくことが必要になる（拡張されたユニバーサルデ

ザイン）．倫理学の議論内部では，様々な状況や理論の帰結を照

らし合わせて反省的調整が行われるけれども，それが異なる設

計思想を持つ自律システムの相互運用の場面で技術的に可能か

どうかは検討の余地がある．

3. 4. 2 偏見の除去

システムに内在する可能性がある倫理問題を設計により回避

することが可能か？　つまり，入力データに含まれる偏見を自

動的に修正したり，自律システム稼動中に偏見が発生した場合

に自動的に修正が行われるような設計は可能か？

ドイツ運輸省提言（14）は否定的な観測に基づくものであると考

162 IEICE Fundamentals Review Vol.11 No.3



えられる．単に技術的に取り組むべき課題ではなく，倫理学や

哲学の知見を反映させるべき検討事項ではあるが，現時点では

悲観的に捉える方が主流であろう．

3. 5 人間の自由な選択の阻害

アシロマ会議のガイドラインで言及されているように，暗黙

の裏に人間の意思決定を規定するシステムは人権を阻害すると

考えられる. 例えば特定の選択肢セットしか与えないという形

でのユーザコントロールは場合によっては便利な UI となりえ

るが，適用対象によっては危険なツールとなる．明示的にどこ

までが倫理的であると考えられるのかは，個別の適用領域ごと

に利害関係者の意見を聴取すべきである．

4. ま と め

ここまでの議論をまとめておこう．哲学や倫理学の議論も理

工学と同様にモデリングの違いにより一見異なる観察結果やそ

れに基づく主張があり，専門家間の勝負は限界事例における理

論や立場の優位性の主張にある．この点では理工系の研究開発

と大差ない．よくある事例に関しては専門家の最終的な結論は

当たり前の判断とそれほど変わらないかもしれないが，その根

拠は立場により大きく異なる．だがしばしば現場での問題とな

るのは当たり前の判断では対処し切れない限界事例であり，こ

こでは専門家間の意見の相違は大きくなるし，その背後の議論

は極めて抽象度の高いものとなる．このような場合についてま

ともに専門家の意見を聞くのは確かに非常にコストの高いもの

になるだろう．

つまり，「AIを使うと幸せになりますか？」といった質問をぶ

つけてみても，専門家がその主張をするに至るまでの背景や考

察の過程，とりわけそれ以外の主張を棄却してきた根拠に関心

がない非専門家にとっては大して役に立たないということに関

しては，工学者であろうと哲学者・倫理学者であろうと大差な

い．学際的な議論を進める際には，特に人工知能の倫理につい

ての詳細を詰めていく際には，実務的な観点はもとより，それ

以外の可能性が棄却されてきた根拠の共有がポイントになって

いくだろう．

実際に，グーグルやマイクロソフトなど，欧米では公的セク

タだけではなく民間セクタであっても今後の規制の方向性を迅

速に把握するために哲学や倫理学の専門家を雇用し始めている．

日本国内の企業がこれらの企業を単に後追いするのであれば特

に問題はないだろうが，先手を打った開発を行うためには学際

的な議論を企業内でも展開する必要がある．
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